
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください！

№８

　平成27年10月５日からのマイナンバー制度開始以降、内閣府のコールセンター、地方公共団体、消費
生活センターなどに、不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関す
る情報が寄せられています。

●マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、
・国の関係省庁や地方自治体などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報家族構成や年金・

保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
・ＡＴＭの操作をお願いすることも一切ありません。
⇒　こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

●電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や
不正な勧誘などには十分注意してください。

●マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかな
ものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

●「なりすまし」の郵送物にご注意ください！
・マイナンバーは、「通知カード　個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒

に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、
配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。

・個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただ
くことにしています。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、ご確認ください。
個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

●「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺く
などして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて
自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。

このような電話などに注意してください！

《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
内閣府　マイナンバー専用コールセンター　　　　０５７０－２０－０１７８
平日9:30-22:00、土日祝日（年末年始を除く）9:30-17:30
　　※ＩＰ電話等でつながらない場合は050-3816-9405におかけください。

《通知カードや個人番号カードのご相談はこちら》
総務省　個人番号カードコールセンター　　　　０５７０－７８３－５７８
平日8:30-22:00、土日祝日（年末年始を除く）9:30-17:30
　　※ＩＰ電話等でつながらない場合は050-3818-1250におかけください。

《不審な電話などを受けたらこちら》
消費者ホットライン　　　　１８８（いやや！）
　　※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。

《詐欺など被害に遭われたらこちら》
警察相談専用電話＃９１１０　または　天塩警察署２－２１１０まで

《マイナンバーが含まれる個人情報（特定個人情報）の取扱に関する苦情はこちら》
特定個人情報保護委員会　苦情あっせん相談窓口　　　　０３－６４４１－３４５２
　　※平日9:30-12:00、13:00-17:30

＜ご相談は、各窓口まで＞

幌延深地層研究センターについて幌延深地層研究センターについて幌延深地層研究センターについて

○地下施設の建設状況【※現在：維持管理中】
・東立坑380.0ｍ、換気立坑380.0ｍ、西立坑365.0ｍ
・140ｍ調査坑道186.1ｍ、250ｍ調査坑道190.6ｍ、350ｍ調査坑道757.1ｍ
※本年１月15日に深度350ｍ調査坑道（試験坑道４）の人工バリア性能確認試験において、埋設されている模擬

オーバーパックに内蔵した電熱ヒーターへの電源を投入し、加熱試験を開始しました。
○施設見学等
　平成27年度 ゆめ地創館来館者数：5,949名（平成27年10月16日現在）
　例年４月から10月の第４日曜日に地下施設の見学会
を実施しています。
　※来年度も施設見学会実施を予定

地下350ｍを体験できる貴重な機会です。ぜひご
参加ください。

○ホームページについて
　幌延深地層研究センターのホームページでは、地下
施設や調査研究の状況を適宜掲載しています。
 ◇ホームページURL；
　http://www.jaea.go.jp/04/horonobe/index.html

幌延深地層研究センターによる幌延町への経済効果幌延深地層研究センターによる幌延町への経済効果幌延深地層研究センターによる幌延町への経済効果
　幌延深地層研究センターが平成13年に開所してから毎年、地元への経済効果についてお知らせしています。
　平成26年度の実績を同センター及び関係機関の協力を得て確認したのでお知らせします。
■経済効果の表

　北海道、原子力機構、幌延町の三者で締結した「幌延町における深地層の研究に関する協定書（三者協定）」
と幌延町議会の議決を経て公布された「深地層の研究の推進に関する条例（町条例）」を遵守して研究を進
めています。

（単位：百万円）

※この他に同センターの地元雇用、従業員等の町内消費、町税収入、電源立地交付金などによる経済効果があります。

年 

度 職員及び家族数
機構発注 JV・共同研究機関発注

工事請負・業務委託・物品
購入・借上・その他

社宅及び寮の賃借・
管理業務

工事請負・業務委託・物品
購入・借上その他

61169職員等67名、家族31名 153H26

幌延深地層研究計画に関する協定及び条例について幌延深地層研究計画に関する協定及び条例について幌延深地層研究計画に関する協定及び条例について

・幌延町に放射性廃棄物を持ち込みません
・研究終了後は地下施設を埋め戻します
・幌延町に最終処分場や中間貯蔵施設は建設しません

　国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ） 幌延深地層研究センターでは、高レベル放射性
廃棄物の地層処分に関する研究開発として地層科学研究や地層処分研究開発を行っています。
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